
愛知県内歯科医療機関における
地域在住障がい者（児）の
受け入れ状況の調査研究

令和７年度［メスキュード医療安全基金］

今後の提言：

インクルーシブな歯科医療提供体制の構築へ

● 一次医療機関の障がい者（児）歯科対応力の底上げ
● 障がい者歯科認定協力医・歯科衛生士の育成強化
● 医科・福祉・行政との連携強化
● 重度障がい者（児）に対応できる施設整備
● 医療的ケア児（者）への訪問診療体制の構築

報告のポイント

「地域で暮らす障がい者（児）が取り残されない歯科医療」を目指す

報 告　ダイジェスト版

愛知県内の全ての歯科医療機関での「地域在住障がい者（児）」に
焦点を当てた大規模かつ包括的な歯科受診実態を可視化

令和 8 年 3 月

報告書QRコード



2020年開催の東京パラリンピックで“WeThe15”というキャンペーンが展開されました。We are 15% of the 
world’s population （私たちは世界の人口の15%である）事を示し、世界人口の15％の人が何らかの障
がいがあることを訴えています。一言に「障がい」と言っても幅広く、「身体障がい」、「知的障がい」、「精
神障がい」等に分類され、障がいの程度や居住地や家族構成等により、医療や福祉の手の届かないと
ころに取り残されている可能性があります。

これまで、障がい者施設入所者を対象とする調査はありますが、地域在住で歯科医院に通院している障
がい者の実態が調査された事はありません。

今回、地域の歯科医院等でどのような障がいがある患者を受け入れているかを調査して、今後の障がい
者への対応方法や地域の「障がい者歯科医療センター」や二次、三次医療機関との連携を深めるとと
もに、愛知県や県内市町村に対して障がい者歯科医療（歯科保健を含む）の充実を要望します。

⃝愛知県内全ての歯科医療機関に対して調査票を郵送し、Googleフォームを用いて回答

⃝所在地、施設基準等を把握するために東海北陸厚生局に届け出た医療機関番号記載

⃝回収後は個人や歯科医療機関が特定されることのないよう統計処理を施し集計・分析

⃝ �回答者に不利益が生じないように倫理審査を受けた上で実施

愛知県歯科医師会　�倫 理 委 員 会　開 催　申請番号９ （令和７年８月21日）�  
第４回理事会　承 認　承認番号９ （令和７年８月21日）

⃝COI申告：あり　令和６年度メスキュード医療安全基金寄附

⃝ �対象期間（患者受診対象期間）：令和７年９月１日～９月30日

※�本アンケートでは、各歯科医療機関での障がい患者の受け入れ状況を把握する観点から「各障がい患者の受け入れの

有無」は、検査、診断、予防処置、治療、管理を含めました。

⃝対　象：�東海北陸厚生局に届出されている愛知県の歯科医療機関�  
（病院歯科、歯科医療センターを含む）�  
調査対象数　3,606　（2025 年 11 月時点）

⃝結　果：�回　答　数　1,117　回収率 31%�  
有効回答数　1,079　（有効回答率 97％、実質回収率 30％）

01 目　的

02 方　法

03 結　果
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結 果

⑴ 診療体制について

●車椅子患者への対応

車椅子対応可能

76 %

24 %

車椅子対応不可能

●救急搬送対応

不可能

83 %

17  %

1  %

診療時間内可能 24時間可能

●鎮静法・全身麻酔

不可能可　能

笑気吸入鎮静法 静脈内鎮静法 全身麻酔
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●障がい者に対応する歯科医療機関

障がい者に対応する
歯科医療機関

83 %

17 %

障がい者に対応しない
歯科医療機関

●歯科衛生士が障がい者に対応する歯科医療機関

歯科衛生士が
障がい者に対応する
歯科医療機関

歯科衛生士が
障がい者に対応しない
歯科医療機関

62 %
38 %

歯科衛生士が障がい者に対応していない歯科医療機関が38%存在する。✓
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結 果
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●２次医療圏別にみた障がい者に対応する歯科医師について

●２次医療圏別にみた障がい者に対応する歯科衛生士について

対応歯科衛生士あり 対応歯科衛生士なし
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各医療圏で約80％以上の歯科医師が障がい者の受け入れ対応をしている。✓

各医療圏で歯科衛生士が障がい者に対応していない歯科医療機関が存在する。
医療圏別では名古屋・尾張中部が約45％、その他東三河北部を除き約30％以上が対応してい
なかった。

✓
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結 果
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⑵ 連携について
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⑶ 各障がい患者等の受け入れについて（頻度順）

歯科医療機関と高次医療機関、医科との連携は認められるが、医科からの紹介は少なくさらな
る医科歯科連携が望まれる。施設、市町村等からの依頼は少なく多職種連携が望まれる。

✓

頻度の高い患者は� ①ペースメーカー使用、②統合失調症や躁うつ病、③脳梗塞後遺症であった。
頻度の低い患者は� ①低フォスファターゼ症、②若年性認知症、③65歳以上の知的障害であった。

✓
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結 果

⑷ 訪問診療について（頻度順）
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●【歯援診１・２】施設基準のある歯科医療機関における訪問診療の対応（頻度順）
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高齢者に比べ、障がい者（児）や医療的ケア児（者）は訪問診療が少ない傾向であった。✓
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結 果

⑺ �貴院がある地域（市町村）の障がい児・者に対する歯科医療提供体制について
（自由記載）

分　　類 主な内容

1．受け入れ体制と人材の不足

• 重度障がい者の受け入れ先が不足
• 医療的ケア児・者への訪問歯科診療体制が不十分
• 障がい者対応が可能な歯科医師・歯科衛生士の人材不足
• 専門医の高齢化と後継者の確保が困難

2．情報提供とネットワークの課題

• 患者や家族が適切な受診先を見つけにくい
• 行政や歯科医師会による情報発信が不十分
• 障がい者歯科におけるネットワーク機能が弱い
• 紹介体制に偏りがあり、研修制度が現場の実情と乖離

3．行政支援と制度的な課題
• 予算削減や補助金停止により診療が中断された事例あり
• 行政の障がい者歯科に対する理解が不十分
• 多職種間の連携体制が整っていない

4．地域格差と医療アクセスの問題
• 東三河地区など一部地域で高次医療機関が不足
• 支援相談員や福祉課との連携が不十分
• 付き添い者の確保が難しく、通院が困難なケースがある

5．心理的・社会的課題
• 過去の拘束治療によるトラウマが残っている患者がいる
• 家族の心理的負担や社会的偏見の影響が大きい

⑸ 行動変容法について（複数回答可） ⑹ 障がい者歯科に関する認定について
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● 一次歯科医療機関の障がい者対応力を高め、インクルーシブ社会の実現を図る。

● 認定協力医・障がい者対応歯科衛生士の育成と質向上、県民への情報提供の強化。

● 歯科・医科・福祉・行政の多職種連携を強化し、地域格差を是正。

● 障がい者歯科診療に対応した施設整備と現場負担軽減策の検討。

● 医療的ケア児（者）への訪問診療体制を構築、高齢者対応歯科医療機関による支援。

本調査は、愛知県内の歯科医療機関における地域在住の障がい者（児）の受け入れ状況を包括的に可
視化したものであり、障がい者（児）歯科医療の現状と課題を明らかにした貴重な資料である。

１．主な成果と現状の把握

　⃝ �回答の偏りはあるものの回答率31％（有効回答1,079件）のうち約83％の歯科医療機関が障が
い者（児）の受け入れに対応。歯科衛生士の対応率は62％に留まっている。

　⃝ �鎮静法や全身麻酔、救急搬送対応は限られた施設のみ、重度障がい者（児）への対応に課題が
残る。

２．地域格差と連携の課題

　⃝ �医療圏ごとに対応状況にばらつきがあった。
　⃝医科歯科連携や行政・福祉機関との連携が不十分で患者・家族が孤立するケースもある。

３．訪問診療の現状

　⃝ �障がい者、医療的ケア児（者）への訪問診療は少なく、情報提供とネットワークの課題が浮き彫りに。
　⃝ �【歯援診１・２】施設基準を満たす医療機関でも、障がい者への訪問診療は限定的であり制度と

実態の乖離が見られる。

４．自由記載から見える現場の声

　⃝ �「受け入れ先不足」「情報不足」「行政支援不足」「人手不足」が４課題として指摘。
　⃝ �障がい者（児）や医療的ケア児への対応、家族の心理的負担、制度の周知不足など、現場の困

難が多面的に表出。

04 総　括

05 提　言（今後の方向性）

愛知県歯科医師会は、8020 運動発祥・発展の取組をはじめ、長寿化する障がい者の口腔ケ

アの実態解明の全国に先駆けての取組が評価され、令和６年度メスキュード医療安全基金を受

賞しました。ここに、本基金を活用した「愛知県内歯科医療機関における地域在住障がい者（児）

の受け入れ状況の実態調査」を実施しました。産業廃棄物処理を扱うメスキュードシステム事

業者で構成されるメスキュード医療安全基金に多大なる感謝を申し上げます。

謝 辞
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